
●６月６日(日）～【危険物安全週間について】                    

令和３年６月６日（日）から１２日（土）まで「危険物 しっかりまもろう 使い方」と

いう標語の下で危険物安全週間を展開します。 

この期間中、コロナ対策として広く使用されている消毒用アルコールの誤った取扱いや

ガソリンスタンドを利用する人の運転操作ミスを防止するため、管内の事業所や町会・自治

会向けのチラシを作成し、ポスターとともに配布しています。 

 

 

 

 


